
Ⅰ　業務概要

１　目的　

２　委託業務名

３　業務場所

４　履行期間

・ 　完了期限　　令和８年３月31日　

（ただし、事業の繰越承認後、完了期限を令和８年６月30日とする。）

５　業務内容

・ 　案内図 別紙１のとおり

・ 　位置図 別紙２のとおり

・ 　調査対象物件一覧表 別紙３のとおり

Ⅱ　業務仕様

１　適用

・ 　用地調査等業務共通仕様書（高知県土木部発行）

　 ・ 　物件移転等標準書　 年度版（四国地区用地対策連絡協議会発行）

２　業務実施要領

(１)　建物等調査・算定

・

・

・

・ 　見積書の徴収は２者以上とし、最も安価な見積りを採用する。

中須賀土地区画整理事業家屋等調査積算（７-３）委託業務特記仕様書

　本業務は、中須賀土地区画整理事業区域内において換地移転に伴う建物、附帯工作物、
居住者及び営業等（建物等）の調査並びに移転工法の検討を行い、補償金額の算定に係る
業務を行うことを目的とする。

　中須賀土地区画整理事業家屋等調査積算（７-３）委託業務

　高知市中須賀町

　業務については、公共用地の取得に伴う損失補償基準（用対連基準）、一般補償基準
（高知県土木部用地事務例規集）及び高知広域都市計画土地区画整理事業の施行に伴う損
失補償基準に従い、次の仕様書、標準書及び本特記仕様書に準じて行う。また、これによ
りがたい場合は、監督職員と協議のうえ決定する。
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　調査及び算定の実施にあたっては、十分な調査を行い、土地と建物等の関係、位
置、用途、構造及び諸般の状況を考慮し、その相関関係に基づいて通常妥当だと認め
られる、最も合理的な補償金の算定を行うこと。また、各段階において監督職員との
十分な打合せのうえ業務を行うこと。

建物の調査図面には建物、工作物、建築設備の位置を省略せずに明記すること。

　補償金算定の採用単価は、物件移転等標準書の単価を基本とし、これによりがたい
場合は、「建物、工作物及び地盤変動費用負担額標準単価歩掛（四国地区用地対策連
絡協議会発行）」の建物補償標準単価作成要領に準じて作成する。

1










